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統合幕僚監部の沿革

年月日 主要事項等

昭和２９年（１９５４年）年７月１日
統合幕僚会議及び同事務局設置

（議長以下幹部自衛官２０名、曹士４名、職員１３名：合計３７名）

昭和３６年（１９６１年）６月１２日

統合幕僚会議（議長）の権限強化

・ 出動時における自衛隊に対する指揮命令の基本に関する事項

・ 統合部隊の指揮、長官の命令執行に関する事項

昭和３６年（１９６１年）８月１日 統合幕僚学校開設

平成９年（１９９７年）１月２０日
情報本部新設

（統合幕僚会議事務局第２幕僚室廃止）

平成１８年（２００６年）３月２７日

・ 統合幕僚会議及び同事務局廃止

・ 統合幕僚監部新設

・ 情報本部長官直轄化

平成２７年（２０１５年）１０月１日 総括官、参事官の新設

令和６年度末、陸海空自衛隊の一元的な指揮を行い得る「統合作戦司令部」を創設予定
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統合運用体制の概要（１/２）

○ 統幕長は、統一的な運用構想を立案し、自衛隊の運用に関する軍事専門的見地からの大臣の補佐を一元
的に行う。

○ 自衛隊の運用に関する大臣の指揮は統幕長を通じて行い、自衛隊の運用に関する命令は統幕長が執行
する。その際、統合任務部隊（Joint Task Force：JTF）が組織された場合はもとより、単一の自衛隊の部隊を
運用して対処する場合であっても、大臣の指揮命令は統幕長を通じて行う。

○ 統幕は、自衛隊の運用に関する機能を担い、陸・海・空幕は、人事、防衛力整備、教育訓練などの部隊を
整備する機能を担う。 （令和６年度防衛白書より）

（２以上の自衛隊の

運用）
（単独の指揮官）

（複数の指揮官）

防衛大臣

内閣総理大臣

統幕長
（ﾌｫｰｽ･ﾕｰｻﾞｰ）

(自衛隊の運用の形態)

単一自衛隊の運用

統合運用
統合任務部隊

による運用

協同による運用

統合任務
部隊

陸上
部隊

海上
部隊

航空
部隊

(自衛隊の運用体制)

自
衛
隊
の
運
用

陸・海・空幕長
（ﾌｫｰｽ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ）

【現在の統合運用体制】
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○ 統合作戦司令官は、自衛隊の運用に関し、平素から部隊を一元的に指揮し、大臣の命令を受け、所要の
指揮官に任務を付与、必要な戦力を各指揮官に配分し、作戦の指導を行う指揮官

〇 統合作戦司令部を新設することで、陸・海・空自による統合作戦の指揮などについて、平素から統合作戦
司令部に一本化することが可能

〇 また、平素から領域横断作戦の能力を練成することができるため、統合運用の実効性が向上し、迅速な事
態対応や意思決定を行うことが常続的に可能

〇 加えて、統合作戦司令部と統合作戦司令官を新設することで、作戦に係る米軍との調整をより緊密に行い
日米共同対処能力を強化可能 （令和６年度防衛白書より）

統合運用体制の概要（２/２）

新たな自衛隊の運用体制
内閣総理大臣
防衛大臣

実動部隊
自衛隊サイバー防衛隊司令陸上総隊

司令官
自衛艦隊
司令官

航空総隊
司令官

運用に関する指揮系統 運用以外の隊務に関する指揮系統

実動部隊
統合作戦司令官

宇宙作戦群司令

部隊運用以外の責任

陸幕長 海幕長 空幕長
陸上

幕僚監部
海上

幕僚監部
航空

幕僚監部

部隊運用の責任

統幕長

統合幕僚監部

【令和６年度末以降の新たな統合運用体制】

航空支援集
団司令官
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統合幕僚監部の組織

【凡例】
赤字は令和６年度末での変更箇所

【防衛省設置法第１９条】

【防衛省組織令第５３条～第７３条】

【統合幕僚監部内部組織訓令】総 括 官
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【令和５年度末 ⇒ 令和６年度末】
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統合作戦司令部の組織

幕 僚 長
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【統合作戦司令部】 【令和６年度末】

司 令 官 補 佐 官
充て職

※ 内局大臣官房審議官は、司令官補佐官を兼ねる（充て職）

※

６年度末で約２４０名体制、
７年度以降に各自衛隊から定
員移管の上で増強し、最終的
には約３００名体制とする。
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統幕学校及び自サ防隊の組織

【統合幕僚学校】（附置する機関）

【自衛隊サイバー防衛隊】（共同の部隊）

統 合 幕 僚 学 校 長

副 校 長

自 衛 隊 サ イ バ ー 防 衛 隊 司 令

企 画 室 総 務 課 教 育 課 国際平和協力センター

【凡例】
赤字は令和６年度末での変更箇所

【令和５年度末 ⇒ 令和６年度末】

隊 本 部 シ ス テ ム 監 査 評 価 隊ネットワーク運用隊 サ イ バ ー 作 戦 隊


